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２．藤沢都市計画用途地域の変更（藤沢市決定）

　　市街化調整区域における建築物の形態制限の一部変更
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１．Fujisawaサステイナブル・スマートタウン地区地区計
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第 140 回藤沢市都市計画審議会 

 

日時：2012 年（平成 24 年）11 月 12 日（月） 

午後２時 

場所：藤沢市保健所 ３階 研修室 

 

 

１ 開  会 

 

２ 成立宣言 

 

３ 議事録署名人の指名 

 

４ 議  事 

  議第１号 藤沢都市計画区域区分の変更（神奈川県決定） 

  議第２号 藤沢都市計画用途地域の変更（藤沢市決定） 

  報告事項 市街化調整区域における建築物の形態制限の一部変更決定 

議第３号 藤沢都市計画下水道の変更（藤沢市決定） 

       第１号公共下水道 

  議第４号 藤沢都市計画地区計画の決定（藤沢市決定） 

       新産業の森北部地区地区計画 

  議第５号 藤沢都市計画生産緑地地区の変更（藤沢市決定） 

  議第６号 景観重要公共施設の指定に伴う藤沢市景観計画の変更について 

 

５ 報告事項（今後の審議案件等について） 

１．Fujisawa サスティナブル・スマートタウン地区地区計画の変更について 

  ２．湘南台寒川線の計画概要について 

  ３．宮ノ下公園の変更について 

 

６ その他 

 

７ 閉  会 
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事務局   定刻となりましたので、第 140 回藤沢市都市計画審議会を開催いたし

ます。 

   開会に当たりまして、計画建築部長からごあいさつを申し上げます。 

計画建築部長  皆様、こんにちは。本日は大変お忙しい中を第 140 回藤沢市都市計画審

議会にご出席賜りまして、まことにありがとうございます。また、先日

10 月 12 日に行いました現地視察にご参加いただきました委員の方々に

はお忙しいところまことにありがとうございました。 

  さて、11 月も中旬に入り、特に朝は寒い日が多くなる季節となり、本

年度予定している審議会も後半にさしかかる時期となってまいりました。 

  さて、本日、お諮りする案件は、先日、現地視察を行いました葛原特

定保留区域に関する案件をはじめとして、付議案件４件、諮問案件２件、

報告案件４件を予定しております。いずれも今後の本市のまちづくりに

つきまして、重要な案件でございます。委員の皆様方には多方面よりご

意見をいただきまして、本市都市計画のよりよい策定のためにご審議い

ただきますようお願い申し上げます。 

  それでは、審議会に移らせていただきますので、本日もよろしくお願

いいたします。 

事務局  続いて、本日、使用いたします資料等の確認をさせていただきます。（資

料の確認） 

  それでは、お手元の次第に従い、本日の審議会を進めさせていただき

ます。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

事務局  次第の２、本日の都市計画審議会の成立について､藤沢市都市計画審議

会条例第６条により、審議会の成立要件は「委員の２分の１以上の出席

が必要」とされております。現在の委員定数は 20 名で、本日は 14 名の

出席ですので、本日の会議が成立いたしましたことをご報告申し上げま

す。 

  続いて、本日の議事は、付議案件４件、諮問案件２件、報告事項４件

を予定しております。 

  付議案件は、議第１号 藤沢都市計画用途地域の変更（藤沢市決定）、

議第３号 藤沢都市計画下水道の変更（藤沢市決定）第１号公共下水道、

議第４号 藤沢都市計画竹計画の決定（藤沢市決定）新産業の森北部地

区地区計画、議第５号 藤沢都市計画生産緑地地区の変更（藤沢市決定）

の４件についてでございます。 

  諮問案件は、議第１号 藤沢都市計画区域区分の変更（神奈川県決定）、

議第６号 景観重要公共施設の指定に伴う藤沢市景観計画の変更につい
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ての２件についてお諮りいたします。 

  報告事項は、市街化調整区域における建築物の形態制限の一部変更決

定、１．Fujisawa サスティナブル・スマートタウン地区地区計画の変更

について、２．湘南台寒川線の計画概要について、３．宮下公園の変更

についての３案件でございます。運営についてはこのように進めてまい

りますので、よろしくお願いします。 

×××××××××××××××××××××××××××××× 

  本審議会は、藤沢市情報公開条例第 29 条の規定より公開としておりま

す。 

会長  傍聴者がおりましたら、お入りください。（傍聴者入室） 

  傍聴者はルールを守って傍聴をお願いします。  

事務局  それでは、議事に入りますので、柳沢会長、よろしくお願いいたしま

す。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

会長  はじめに、本日の議事録署名人を指名いたします。名簿順で市民委員

から板原委員、学識経験者から田中委員にお願いしたいと思いますが、

よろしいですか。 

(「異議なし」の声あり) 

  それでは、お二方にお願いいたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

会長  それでは、議事に入ります。 

  議第１号から第４号は、新産業の森の関連ですので、一括して説明を

お願いします。 

事務局   それでは、葛原地区の市街化区域編入に関連する都市計画としまして、

「議第１号 藤沢都市計画区域区分の変更」から、「議第４号 藤沢都市

計画地区計画の決定」までを一括してご説明いたします。議案書は１ペ

ージから 25 ページ、図面集は１ページから８ページをご覧ください。ま

た、パワーポイントを使いますので、併せてスクリーンをご覧ください。   

（議案書・図面集参照）、（パワーポイント） 

はじめに葛原地区の位置についてご説明いたします。スクリーンをご

覧ください。本市の西北部地域、小田急江ノ島線長後駅から西へ３km に

位置する、赤い丸で示した部分が本日ご審議いただきます「葛原地区」

でございます。地図を拡大いたします。赤い枠で囲んだ面積約 16.9 ヘク

タールの区域が「葛原地区」でございます。東側は綾瀬市に隣接し、地

区の中央を都市計画道路３・３・４藤沢厚木線が通っております。 

今回、この区域を市街化区域に編入するとともに、それに伴い用途地



 3 

域の追加変更、下水道の排水区域の変更及び地区計画の決定を行うもの

でございます。 

それでは、本地区の上位計画の位置づけと経緯についてご説明いたし

ます。本地区は、「藤沢都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の

方針」において、「工業地として計画的市街地整備事業の見通しが明らか

となった段階で市街化区域へ編入する」と位置づけております。さらに、

藤沢市都市マスタープランにおいては、新たな産業ゾーン「新産業の森」

の形成を図る地区として位置づけており、藤沢厚木線沿道の高い利便性

と交通機能を活かし、豊かな緑につつまれた新産業拠点の創出を図るこ

とを目標としています。この上位計画の位置づけを実現するため、本市

と地元の方々との協働によるまちづくりを推進してきており、平成 21年

９月に神奈川県における第６回線引き見直しにおいて、約23ヘクタール、

航空写真の水色で囲んだ区域を「特定保留区域」に設定いたしました。

今回、この「特定保留区域」の一部、約 16.9 ヘクタールの区域について、

土地利用計画が明確となり、未整備区域約 9．2ヘクタールについて組合

施行による土地区画整理事業の見通しが明らかとなったことから、先行

的に市街化区域に部分編入するものでございます。 

これまでの手続きの経過について詳細にご説明いたします。区域区分

については、神奈川県決定、用途地域、下水道及び地区計画は藤沢市決

定となります。これら都市計画の決定及び変更について、６月に藤沢市

内及び隣接する綾瀬市落合地区にお住まいの方を対象に、説明会を開催

いたしました。そして、区域区分の変更につきましては、６月 12日に本

市より神奈川県へ、都市計画の案となるべき事項の申し出を行い、７月

に３週間、案の閲覧及び公述の受けつけを行いました。その結果、公述

の申し出がなかったことから、県素案が県原案として確定し、関係省庁

との事前協議へ進むとともに、県から本市へ意見照会があったものでご

ざいます。また、藤沢市決定案件のうち、地区計画につきましては５月

から６月にかけ、条例に基づく縦覧及び意見の受付を行った後、用途地

域の変更、下水道の変更とともに神奈川県知事との法定協議を行い、７

月 26日付けで協議を終えております。そして、区域区分変更の事前協議

の終了を受け、10月 12 日から 26 日までの２週間、全ての案件について、

都市計画法に基づく縦覧と意見書の受けつけを行った結果、縦覧者は３

名、意見書の提出はありませんでした。本審議会では前回第 139 回審議

会で、決定・変更する内容と手続きの状況についてご説明させていただ

きました。今回、第 140 回審議会において、区域区分の変更について、

県からの意見照会に回答するべく諮問させていただくとともに、用途地
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域の変更、下水道の変更、地区計画の決定について付議させていただく

ものでございます。 

それでは、都市計画の決定・変更の説明へと移らせていただきます。

まず、議第１号 区域区分の変更でございます。議案書３ページ、新旧

対照表をご覧ください。今回、約 16.9 ヘクタールを市街化区域に編入し

ますので、市街化区域の面積を 4,686 ヘクタールから 4,703 ヘクタール

に、市街化調整区域の面積を 2,265 ヘクタールから 2,248 ヘクタールに

変更いたします。 

葛原地区については可住人口を見込んでいないため、議案書２ページ

の「計画書」に変更はございません。 

議案書４ページ、変更の理由につきましては、先ほど経緯の中でご説

明しましたとおり、第６回線引き見直しにおいて設定した葛原特定保留

区域の一部、約 16.9 ヘクタールについて、土地利用計画が明確となり、

土地区画整理事業の見通しが明らかとなったことから先行的に市街化区

域に編入するものです。なお、オオタカの生息環境への影響が懸念され

る区域南側については、具体の計画が決定し市街地整備の見通しが明ら

かとなった段階で編入いたします。 

議案書の５ページから６ページの「経緯書」及び「都市計画を定める

土地の区域」につきましては、記載のとおりとなっております。 

×××××××××××××××××××××××××××××× 

続きまして、議第２号 用途地域の変更でございます。議案書の９ペ

ージ、新旧対照表に示しておりますとおり、今回編入する全ての区域を

「工業地域」とし、容積率 200％、建ぺい率 60％を定めておりますので、

「工業地域」の面積を 89ヘクタールから 106 ヘクタールに変更いたしま

す。「工業地域」は工場のほか、住宅や店舗なども建てることができる地

域ですが、本地区につきましては、後ほどご説明いたします地区計画に

より、建築物の用途や形態などについて制限を加えるなど、周辺環境へ

十分な配慮をしつつ、産業系に特化した土地利用としております。 

議案書10ページ、変更の理由につきましては、区域区分の変更に伴い、

葛原地区の用途地域を新たに定めるものであり、上位計画に基づき研究

開発型施設等の立地を誘導するため、工業地域を定めるものでございま

す。議案書 11 ページから 12 ページの「経緯書」及び「都市計画を定め

る土地の区域」につきましては、記載のとおりでございます。 

なお、このたびの市街化区域編入にあわせ、建築基準法によって定め

ている「用途地域の指定のない区域における建築物の形態制限」の区域

に変更がございますので、あわせてご報告いたします。資料１－１また
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はスクリーンをご覧ください。「用途地域の指定のない区域における建築

形態制限」は都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域、本市で

は市街化調整区域内において建築物の形態制限を定めております。これ

まで本地区では藤沢厚木線沿道 50ｍの区域と、それ以外の区域に分け、

それぞれ建ぺい率、容積率および斜線制限を定めていましたが、今回、

葛原地区を市街化区域に編入することから、それらを廃止し、用途地域

の指定により建築物の形態制限は、建ぺい率 60％、容積率 200％、道路

斜線 1.5、隣地斜線 31ｍ＋2.5 となります。 

×××××××××××××××××××××××××××××× 

続きまして、議第３号 下水道の変更でございます。下水道につきま

しては、葛原地区の市街化区域編入にあわせて排水区域を変更するもの

ですが、あわせて第６回線引き見直しにおいて市街化区域と市街化調整

区域の線引きに微調整がありましたことから、こちらとの整合を図るた

めの排水区域の変更を行います。変更部分の一覧は図面集７ページと８

ページの雨水、排水区域を示した「総括図」でお示ししておりまして、

それぞれ同じ箇所を変更しております。具体的には区域界の道路の拡幅

により中心線がずれたもの、区域界と計画図の不整合を修正したものと

なっております。これらを取りまとめますと、変更後の排水区域の面積

は、議案書１５ページ、新旧対照表に記載のとおり、これまでの 4,604

ヘクタールから 4,620 ヘクタールとなります。 

 議案書 16 ページ、変更の理由につきましては、区域区分変更により葛

原地区を市街化区域に編入することとあわせ、第６回線引き見直しとの

整合を図るため、排水区域の変更をするものです。議案書 17ページから

19 ページの「経緯書」及び「都市計画を定める土地の区域」につきまし

ては、記載のとおりでございます。 

×××××××××××××××××××××××××××××× 

続きまして、議第４号 地区計画についてご説明いたします。はじめ

に『名称』と『位置』『面積』でございます。『名称』は、「新産業の森北

部地区 地区計画」、『位置』、『面積』は、今回、市街化区域に編入いた

します葛原地区の約 16.9 ヘクタールとなっております。 

次に、『地区の目標』でございます。こちらでは、前半で本地区の場所、

位置づけについて説明しております。そして後半では当該地区のまちづ

くりの目標を示しており、「本市の経済活力を牽引する「新産業の森」の

先導地区として、豊かな緑につつまれた次世代へと引き継ぐ新たな産業

拠点の形成を図る」としています。 

続きまして、『区域の整備・開発及び保全の方針』でございます。まず、
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『土地利用の方針』では、「周辺環境と調和する産業系の土地利用実現に

向け、地区を３つに区分し適正な土地利用の誘導を図る」とし、「幹線道

路沿道地区Ａ、Ｂ」では研究開発型施設等の立地を促進するとともに、

藤沢厚木線沿道では景観緑地帯を配置する」としています。また、「地域

産業地区」では、市内中小企業を誘導することや、周辺住宅地へ配慮し

た緩衝緑地帯を配置することを記載しております。 

次に、『地区施設の整備の方針』では、「幹線道路を中心に区画道路や

公園を計画的に配置し、土地区画整理事業により整備を行う」ことや「隣

接する住宅市街地へ配慮し、また田園景観と調和した緑地を配置する」

こととしております。 

続きまして、『建築物等の整備の方針』では、「緑につつまれゆとりあ

る「新産業の森」の形成を目指し、用途の制限など必要な基準を定める」

としております。 

最後に、『緑化の方針』では、「敷地内の緑化の最低限度を定め、新産

業の森にふさわしい緑につつまれた空間形成をめざす」としております。

以上が『区域の整備・開発及び保全の方針』でございます。 

次に、地区整備計画に移ります。議案書 22ページをご覧ください。ま

ず、『地区施設の配置及び規模』では、「区画道路」、「歩行者用道路」、「緑

地」を配置しています。「区画道路」として、地区を横断する「区画道路

１号、２号」、藤沢厚木線に平行している「区画道路３号、４号」、そし

て藤沢厚木線から東に伸びる「区画道路５号」の５路線を配置します。

また、綾瀬市側の一部に幅員３ｍの「歩行者用道路」を配置しています。 

次に、「緑地」として隣接する綾瀬市の住宅地との緩衝帯となる幅３ｍ

の緑地を、市境道路に沿って配置しています。そして、藤沢厚木線沿道

では、藤沢市北側のエントランスにふさわしい緑によるシンボル的な景

観形成に向け、幅５ｍの緑地を配置します。また、地区の北側、南側の

まとまった緑地として、３号、４号緑地を配置しています。 

続きまして、『建築物に関する事項』でございます。先ほど『土地利

用の方針』でもお示ししましたが、藤沢厚木線沿いの「幹線道路沿道地

区Ａ」面積約 7.4 ヘクタールと、同じく藤沢厚木線沿いですが、既存の

物流施設が立地している「幹線道路沿道地区Ｂ」面積約 7.7 ヘクタール、

そして綾瀬市域と隣接する「地域産業地区」面積約 1.8 ヘクタールの３

つの地区に区分しております。 

まず、『建築物等の用途の制限』でございます。この地区計画の区域

内で建築してよい建物として、すべての地区で共通するものは「研究施

設及び研究開発型施設」と「工場」、「公益上必要な建築物」と、これ
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らの建築物に付属するものとしております。周辺環境と共存・調和する

ために「研究施設及び研究開発型施設」では「周辺環境を悪化させるお

それのあるもの」は建築できず、また「工場」については、藤沢厚木線

に面する「幹線道路沿道地区Ａ，Ｂ」では、金属加工を可能としており

ますが、ほぼ準工業地域並みとなっております。また、「幹線道路沿道

地区Ｂ」では、既存の物流施設がありますので、「貨物自動車運送事業

法」に規定する施設や、これに併設する「倉庫」を建築することができ

るとしております。 

「地域産業地区」で建てられる工場は、一般的に火災や公害発生など

危険や環境悪化の可能性の低い、住宅地のそばでも立地できるような工

場のみが建てられる準工業地域並みの基準としております。 

続きまして、『建築物の容積率と建ぺい率の最高限度』でございます。

十分な緑地面積を確保しつつ、駐車場面積や高さ制限を考慮した中で、

『容積率』は一律 10 分の 15、『建ぺい率』は一律 10 分の５としており

ます。 

次に、『建築物の敷地面積の最低限度』でございます。ゆとりある空

間形成が図れるよう、「幹線道路沿道地区Ａ」および「Ｂ」では 5,000

平方メートル以上、「地域産業地区」では 2,000 平方メートル以上とい

たしました。 

続きまして、『壁面の位置の制限』でございます。「幹線道路沿道地

区Ａ」と「Ｂ」では、藤沢厚木線沿道部分は５ｍ、それ以外の道路及び

隣地との境界からは３ｍとしています。「地域産業地区」では、市境の

道路からは３ｍ、それ以外の道路及び隣地との境界からは２ｍとしてい

ます。このことに加えて、『壁面後退区域の工作物の制限』として、壁

面後退をした区域には工作物を設置できませんが、電柱や緑化に寄与す

るもの等については設置できるとしております。 

続きまして、『建築物等の高さの最高限度』でございます。「幹線道

路沿道地区Ａ」と「Ｂ」では 20ｍとし、既存の建築物が 20ｍを超えるた

め、「ただし、地区計画の告示日に現に存する建築物で適合しないもの

はこの限りではない」としています。「地域産業地区」では 15ｍとし、

さらに隣接する住宅地へ配慮するため、日影規制を設け、敷地境界から

の水平距離が「５ｍから 10ｍの範囲においては４時間、10ｍを超える範

囲においては 2.5 時間以上日影となる部分を生じさせてはならない」と

しています。 

続きまして、『建築物の緑化率の最低限度』でございます。この地区

内で建築を行う場合の緑化率の最低限度として、「幹線道路沿道地区」
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では敷地面積に対して 10 分の３、「地域産業地区」では 10 分の 2.5 と

しております。さらに、屋上緑化や壁面緑化は算定の対象とせず、地盤

面での緑化が必要としております。一方、屋上緑化や壁面緑化につきま

しては、算定の対象外ではありますが、積極的に促進する考えでござい

ます。 

続きまして、『建築物の形態又は意匠の制限』でございます。ここで

は、奇抜な建築物を避けるために、「形態意匠及び色彩は緑との調和を

図る」と定めております。さらに、盛土等により地盤を変更しないよう、

「土地区画整理事業による造成のほかは、0.5ｍを超える変更をしてはな

らない」といたしました。 

最後に、『かき又はさくの構造の制限』でございます。周囲を高い壁

等で囲うことがないよう「門柱、門扉以外の部分は生け垣又は透視可能

なフェンス等とし、基礎を設置する場合の高さは 0.6ｍ以下とする。」と

しております。計画書につきましては以上でございます。 

次に、議案書の 24ページ、決定の理由でございますが、本地区のまち

づくりのコンセプトである、「豊かな緑につつまれた次世代に引き継げ

る持続可能な新産業拠点の創出」をめざし、藤沢厚木線沿道の景観緑地

帯や、隣接する住宅市街地へ配慮した環境緑地帯を配置するほか、環境

配慮型の新たな産業拠点として計画的な整備を図るため、建築物の用途

の制限等、必要な制限を決定するものです。 

議案書の 25 ページ、「経緯書」と「都市計画を定める土地の区域」に

つきましては、記載のとおりでございます。以上が都市計画の内容でご

ざいます。 

最後に、今後のスケジュールについてご説明いたします。区域区分の

変更につきましては、本日のご審議の結果をもって 11 月 27 日に開催さ

れます神奈川県都市計画審議会に付議することとなります。その後、法

第 23条第１項に基づき再度 国と協議を行い、協議が整った後、土地区

画整理組合の設立認可と同日付で神奈川県により変更の告示を行います。

時期といたしましては、来年早々を予定しております。 

 用途地域及び地区計画については、この区域区分と同時に決定・変更

の告示をすることになりますが、下水道については、都市計画と事業認

可の区域の整合を図る必要があるため、認可の手続きを今後進めていき、

今年度末に事業認可の告示と同時に都市計画変更の告示をすることとな

ります。 

 以上で、議第１号から議第４号について説明を終わります。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 
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会長  少し長い説明でしたが、ご意見・ご質問がありましたらお願いいたし

ます。 

Ａ委員  先日、視察をしたときに、既存建物２棟が既存不適格という説明があ

ったが、既存不適格というと、我々の考えでは 10年、20年前に建った建

物が新しい都市計画で用途地域ができたときに既存不適格になると思っ

ているけれども､これが計画して１～２年で建物自体が既存不適格とい

うのは、いかがなものかという感じがする。今回、既存不適格は、この

地において存在する建築物はこの限りではないということだが、将来、

この建物に増改築等の申請があった場合、「既存に適合したものにしなさ

い」というような指導はされるのか。それから、現在、建っている建物

は建てる段階でも建築確認が必要だったと思うが、そのときに将来を見

据えた中での確認申請が出ていたのかどうか。これが 10 年、20年後なら

わかるけれども、市街化調整区域を産業の森工業地域にしようと計画し

たものが、いきなり産業の森工業地域にしたら、建物が既存不適格にな

ったというのはちょっと納得できないので、お答えいただきたい。 

事務局  今ある２棟は、高さが若干オーバーしているので不適格ということで

す。具体的に申し上げると、ハマキョウレックスが最高高が 17.6 メート

ル、福山通運が 25.9 メートルです。これについては既存不適格というこ

とですので、今後、増築、改築と何か新しくする場合は、ある基準の高

さにしていただくことになります。 

会長  Ａ委員の２点目は、調整区域の許可としてやっているし、将来、地区

計画も想定している中で出てきたのに不適格になるような状態にしてし

まったのは、きちんとした行政指導ができなかったのかという趣旨だと

思います。 

事務局  ハマキョウレックスと北側の建物については、２つとも不適格という

話があったのですが、この 17.6 メートルを今回、20 メートルと指定して

いるので、不適格になっていないということを訂正します。福山通運に

ついては、当初の開発の事前相談の段階から新産業の森の計画に合わな

いということで、ご遠慮いただきたいという話をさせていただいたので

すが、福山通運が用地をすべて買い上げてしまったということと､第２東

名の収用移転に伴うもので、ここ以外に用地がないということもあって、

期限が切られた中の移転ということがあって、極力避けていただきたい

というようなお願いをしてきた中で、現在の高さになっているという状

況です。ただ、高さについては、私ども行政指導はしてきたが、そこは

譲れないということで、その他の面で、緑地とか太陽光的な自然環境に

配慮したもので十分私どもの指導に従っていただいたということであり
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ます。今回、都市計画を緩めるとなりますと、今後、建つ建物にも影響

が出てきますので、福山通運については既存不適格という形にしたとい

う経過があります。 

Ａ委員  何でこんな短い期間なのに既存不適格になってしまったのかという理

由がちょっとわからない。要するに福山通運が建物を建てたいというこ

とに対して行政が折れたという感じを受けるんです。都市計画をしてい

るわけだから、その中でこのようなことが行われていいのかどうかが非

常に疑問なんです。 

事務局  もともと計画はあったので、福山通運に対しては行政指導ということ

で再三お願いしたわけですが、行政指導の限界ということではないけれ

ども、当時、基準としては決められていなかったということで建てられ

てしまったというのが現状です。 

Ａ委員  建築基準法等の改正によって、既存不適格になった場合には遡及はし

ないということだが、消防法では大きな災害などには遡及するというこ

とで、遡及適用がされているが、今回のこの建物については、消防関係

では既存不適格ということはないのか。 

事務局  これは建てられてから余り時間がたっていないので、消防に関する基

準の改正はないので、現状のままで消防法には適していると考えていま

す。 

Ａ委員  何度も言うけれども、これは近い間の計画なんです。その中で都市計

画審議会等を行っている中で、行政の方は指導ができなかったというこ

とですけれども、果たしてそれでいいのかという感じはする。都市計画

について、藤沢市全体をこのようなまちにしていこうということでいろ

いろ審議しているわけですが、これは特定物流施設ということで折れた

ようですけれども、どうもその辺が納得できない。我々が建物を建てた

ときには非常に厳しい基準があったし、違反をしていると是正命令が来

るが、当初からこういうことで既存不適格ということは、行政というも

のを軽視しているのではないか。 

会長  今のご指摘ですが、市街化区域であれば、確認しなければならないと

いう縛りがあるので、相手が譲れないという場合はどうしようもないと

いうところはあるけれども、市街化調整区域の許可なのに、どうしても

うちょっとしっかりできなかったのかと。特に 20 メートルにするという

ことは、行政の中では、ある程度意識が見えているのに、そこのところ

のやむを得なさがよくわからないということだと思うんです。 

事務局  今、会長に補足をしていただきましたが、他事業との絡みで代替とい

う形でここに移転してきたという経過があったことは事実です。だから
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ということではないのですが、調整区域の中の許可という中で、市街化

区域とは違うという意味合いはあるのですが、基本的に都市計画という

ことを想定はしていたが、もちろん確定した段階ではありませんし、20

メートルにしてほしいという行政指導の範疇は許可とはいえ、まだ決ま

っていない段階ですので、そういうお願いをしていたけれども、他事業

との兼ね合いで、相手側の主張ということもあって、最終的な部分は 20

メートルでなければいけないというところで確定しているわけではあり

ませんので、お話をしていく中で、先方はどうしても譲れないという形

になってきてしまったという経過があります。委員がおっしゃるように、

都市計画というところで、本来でしたら、何とかお願いをしていく中で、

将来、想定する 20 メートルの中に収めていただければ一番よかったので

すが、今回はそこまで至らなかったということです。だからといって 25

メートルができたので、都市計画も 25 メートルにしてしまおうというこ

とはありませんので、20 メートルにしていく中で、既存不適格になって

しまうということです。一応、規定としては現存するものについては適

用しないという形になっていますけれども、今後、建て替えというのは

先の長い話になるかと思いますけれども、できればその中に収めていた

だきたいとお願いをしていくと思います。ここについては、そういった

理由ですので、なかなか難しい問題ではあったのですが、そのような計

画になってしまったということです。 

  このような既存不適格というのは、今後、定めていく中でもいろいろ

と発生してくる問題なので、今、ご指摘がありましたようなことを十分

踏まえて、高さ制限とか地区計画等もやっていく中で発生してくること

もありますので、そういったことは都市計画として全体をどのようにし

ていくべきかを十分に考えて対応していきたいと思っております。 

Ａ委員  ここで、１つ例が出たわけです。要するに事業者がごり押しをすれば、

行政は判を押してくれるという確認でよろしいのか。 

事務局  そういう言い方になってしまうと、そういうことではありませんとい

う話ですけれども、当然、市街化区域の中で、法で決まっていることで

あればできません。行政指導なり明確に基準がない中での許可行為とい

う中で行われることについては、詳細についてはどうしても行政指導の

域を越えない部分もございますし、あくまでもその事業者との話し合い

というところもございます。だからといって、相手側の言いなりになる

ということではもちろんございません。先ほどの高さについては相手側

としても譲れないという中で、他の緑地の部分とかいろいろな部分で、

なるべく新産業の森にふさわしい形にしていくということで、逆に提案
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をいただいて、そういうことをしていただいたという部分もございます

ので、全く相手側の言いなりになったということでないことはご理解い

ただきたいと思います。 

Ａ委員  最後に、これから慶應大学周辺も特定保留区域になるとか、市街化区

域に編入されるであろうということが予想されている。そのときに今、

計画段階でかなり具体的なものが見えているので、慶應大学周辺の市街

化区域に編入されたときに、既存不適格の建物が存在しないような指導

をぜひともお願いしたい。 

会長  今のはご要望と受けとめます。ここで、私から補足しますと、代替地

という市として一連の借りがあるというような環境の中での処理だった

というのが１つ。もう一点は、市街化調整区域の許可は市街化区域の許

可とは本質的に違うけれども、ある用途が許可対象になり得るとなった

後の高さ、建ぺい率、容積については基準が存在する。その基準以上の

要求がどこまで可能かという問題があるけれども、市としては地区計画

の予定があるということで許可しないといって腰を据えて、訴状でも出

してこいという覚悟までは踏み切れなかったという問題だと思うのです。

少し腰が弱かったという問題はあるかもしれませんが、事情もある程度

は理解できる。ただ、１点、先ほどの答弁で、増築の場合は直させると

言ったと思うが、それは大丈夫なのですか。 

事務局  言葉足らずで申しわけありませんでした。20 メートルを超えるような

部分には、増築ができないが、20 メートルを超えない増築はできます。

（図示） 

会長  増築をする部分が制限値以下であるものはできるけれども、超えると

できないと。増築をする部分が制限値以下であるものと別棟の増築で制

限値以下のものはできるけれども、増築部分が制限値を超えたりするつ

くり方はできない、既存の上に増築部分を乗せて、制限値を超えること

はできないということですね。 

事務局  はい。 

会長  今の書き方はそうなっていないと思うが、それで大丈夫ですか。ただ

し書で書いてある「告示日において、現に存する建築物で適合しないも

のについてはこの限りでない」、要するに建築物全体をこの規定を適用し

ないと言っているけれども、それで今のような使い分けができるとは思

えない。少しあやしい規定になっている気がするけれども、時間がかか

るようなら、後で答えてください。 

Ｂ委員  私はずっと建築をやってきたが、不適格と行政から言われた場合は、

一切できないと指導されてきているので、今、会長が言ったとおり、こ
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の規定で言えば、行政側が言ったことは適当ではないと思う。 

会長  これは建築基準法のルールではなくて、地区計画で同時にルールをつ

くっている。このルールは、先ほど事務局が説明したルールになってい

るかどうかということです。 

Ｂ委員  Ａ委員が言われたように、おかしいということは確かです。 

  それから資料集の５ページ、「これまでの手続き」に６月から 11 月ま

で書いてあるが、よく問題になるのは、素案、原案、決定とかいろいろ

な言い方があるけれども、公聴会をやって、あるいは公聴会がなくて意

見もなかったから素案がそのまま決まったということですよね。そうす

ると、素案と８月の原案とは同じですか、素案が原案になったというこ

とですか。その素案イコール原案がきょう提示された議案書のとおりで

すか。そうしたら、素案と原案ということについては､きちんと文言上、

わかりやすく説明して、素案が決定したので、決定案になったというふ

うな書き方をしてもらわないと、後々、素案と原案があって、素案で出

して、何も問題がなかったからとちょこちょこと変更して原案になった

のかなと考えられることもあるので、素案イコール原案、原案イコール

決定案と､そこのところを明確にしておいてもらいたい。 

Ｃ委員  議案書 21 ページに、緑化の方針とか土地利用の方針があって、景観緑

地帯とか緩衝緑地帯を配置するとあるが、その隣接地にオオタカの生息

地があることで保留地になっているという説明でしたが、記述の中に自

然環境の保全とか生物多様性の保全の観点が全く見受けられない。将来

的にこの隣接地のオオタカの生息地をどう扱うのかということもあると

思うので、残される緑地帯の部分、緑化の方針として、単に樹林地を適

正に保全するというだけではなく、「隣接地の自然環境に配慮し、連続し

た緑地をつくる」という趣旨の内容を加えた方がいいと思う。 

 事務局  緑化の方針として、オオタカのいる環境の中で、「野生生物の生息等に

配慮した環境」という言葉を含めて書き込んでいくべきではないかとい

うお話だと思います。先ほど地区計画全体の流れの説明で、特定保留区

域の中で 16.9ヘクタールを部分編入していくということを言いましたが、

残された南側の樹林地はオオタカの生息環境への影響が懸念されている

地区でありまして、ここは本来でしたら、特定保留区域全域を市街化に

編入していくのが当然のやり方ですが、今回は特別に部分編入という形

を取っている理由の１つが、オオタカが現在生息しているということで

す。調整区域を市街化区域に編入していくので、緑地として将来にわた

って保全していくということであれば、あえて市街化区域に編入すると

いう意味合いは、逆に言うと、ないということが言えるけれども、基本
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的に藤沢市としてはここも含めて将来にわたっては「新産業の森」とい

う新たな産業の拠点としていきたいと考えております。 

  ここに存在している原因ですが､遠目に見ると、結構良好な樹林と見え

ることは確かですけれども、景観的にはできれば保全をしていきたいと

いうこともあるのですが、かなり古くに植林されたものが多く、それを

中心にして雑木林になっているという状況では、例えば特別緑地保全地

区といった制度を使って、完全に保全していくべきほどの樹林の形態を

備えていないと私どもではとらえておりまして、特に緑の基本方針等で

もこの樹林については保全すべきものとまでは考えていない。ただ、現

在はその樹林の重要さというよりも希少種であるオオタカが、現に生息

しているという環境下で開発をすることはあり得ないことですし、現在、

そこにいるオオタカを保全していくために当面は、暫定的に保全をして

いこうという考えです。オオタカの生態系はわからない部分もあるので

すが、すぐにいなくなってしまうということも実際にはあるようですし、

長くそこにいるということも考えられるけれども、現在、産業の誘致が

差し迫っておりますので、まずはこの 16.9ヘクタールをあえて編入して、

次の段階で７回の線引き見直しを迎える前に、もう一度オオタカの状況

等を見極めて、この部分をどうしていくのか、もし、いなくなっていれ

ばそこの部分も区画整理をしていこう、そうでなくずっとそこに生息を

続けるのであれば、保全をするという選択肢もあるけれども、いずれに

しても７回の線引き見直しまでには次の判断をする必要があると考えて

おります。そのときにオオタカがずっといるようなので開発は無理だと

いう判断をするのであれば、そういったことも踏まえて、都市計画を全

体的に変えていかなければなりませんので、そのときに緑化の方針も変

えていきたいと考えております。 

Ｃ委員  修正をしてほしいという要望ではなかったのですが、ただ、「緑化の方

針」ではつくるときのことだけしか書いてない。今の樹林は人工林です

ので、あれがそのまま保全されると、逆に荒れた環境になってくる可能

性があるので、そこはもう少し魅力的な樹林に変えていくとか、そうい

う意味で「多様性にも配慮した適正な保全はしていくべきだ」という意

見なので、もしこれをもとに何か指導されるようなことがあれば、そう

いう趣旨でしていただきたいと思います。 

会長  要望ですが、いずれ変えるチャンスがあれば、今のご意見を踏まえて

変えていただければと思います。 

Ａ委員  緑地の保全に関連して、オオタカという貴重な鳥がいるということで

すけれども、我々農業者団体では野菜等に野生鳥獣による被害が多くな
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っていて、市なり県なり国に捕獲してほしいとお願いしているが、なか

なか保護団体とうまくいかないのが現状です。ここも緑地として残って

いるなら、オオタカだけではなくて、ハクビシンやカラスやキツネ、タ

ヌキとかいろいろなものがいる。そうすると、あの周辺は農用地ですか

ら、そこへ緑地がだんだん狭まっていくと、どうしても畑の方に被害が

拡大してくるというのが現実なんです。オオタカの調査をされるのも結

構ですが、他の鳥獣による被害に遭っている方もかなりいるので、それ

も含めた中での調査をお願いしたい。 

事務局  ハクビシンとか外来種による被害は西北部事務所にも報告等来ており、

状況等も把握しておりますので、今後、農業水産課と何らかの対策につ

いて協議、検討していきたいと思います。 

Ｂ委員  先ほどの緑地は現状、10 分の３が取れているんですか。 

事務局  取れています。 

Ｂ委員  この前、視察に行ったときの資料では、工業地域で容積率と建ぺい率

が 200、60 となっていたが、きょうの資料では 150、50 ですか。 

事務局  わかりにくく申しわけないのですが、前回の視察と同様の資料ですが、

これまで調整区域ですので、新たに用途地域を定めなければならないわ

けで、まずはそのベースとして工業地域を定めております。工業地域と

しては藤沢市の場合、すべて市内建ぺい率 60％、容積率 200％と指定し

ておりますので、60、200 というものを用途地域として指定しておりま

す。さらに、地区計画の網をその上にかぶせて容積率 150、建ぺい率 50

ということにしております。 

Ｂ委員  そうすると、最初に建てた人たちは 200 の 60 でやったんですか。幾つ

でやったんですか。 

事務局  従前の確認では、調整区域ということで建築基準法上の調整区域にお

ける形態規制の規定が適用されておりますので､従前については、藤沢厚

木線沿線 50 メートルの範囲については容積率 10 分の 10、建ぺい率 10

分の６です。それ以上、50 メートルを超える範囲については容積率 10

分の８、建ぺい率 10 分の５ということで、今の基準よりも厳しい基準で

見ておりますので、もともとの建築基準法からの基準ではないと考えて

おります。 

Ｂ委員  要するに、書いてある数字が違っているのかもしれないけれども、今

まで幾つだったと、それで今度、都市計画が変わってこういうふうにな

ったと、現状はこういうふうに指導していると、そこのところを明確に

してもらわないと、今度、あそこへ何を建てようと思って見に行った人

が、現在、建っているのは明らかに 20 メートルは超えているのではない
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か、緑地面積はこうなっているのではないかということを頭に置いて、

また、申請してくるかもしれない。これは審議会の資料だからいいけれ

ども、公表することについては、以前はこうあって、こういうふうに変

更になって、現在こうなっているというところをしっかり説明しないと、

建てる人と審査する方も混乱するかと思うので、その辺、しっかり指導

をお願いしたい。 

事務局  わかりました。 

会長  議案書 22 ページ、建築物等の用途の制限で、２の工場（周辺地域の環

境を悪化させる恐れのあるものを除く）とあるが、それ以降、基準法の

別表云々というのは非常に具体的だけれども、最初の部分だけ定性的だ。

この「周辺環境を害する恐れがあるもの」というのは、具体的には何か

というのをどこかに示すのか。申請する人にどういうふうに明らかにす

るのか。 

事務局  区域内の工場で発生する騒音や振動に対して、周辺の環境を悪化させ

るものを排除しようというものですけれども、騒音規正法とか振動規制

法、神奈川県の生活環境保全に関する条例に基づく規制値を内規により、

準工業地域内にあるものと同様の指導をしていきたいと考えております。 

会長  藤沢市は今までもこのスタイルでやっているんですか。 

事務局  余りないと思います。 

会長  普通、こういうやり方は変則なので、ここで変えるということになる

と、半年ぐらい先になってしまうので変えろとは言わないけれども、内

規というよりは、少なくともこういうものとして考えていると、審査基

準と一緒にして公表できるものにしておかないとまずいと思う。しかる

べきときにというよりも、むしろこの中に入れるぐらいのつもりでない

と、バランスが悪いと思います。 

  他にありますか。 

事務局  先ほどのご指摘の件ですが、ご説明した思いはあのとおりでありまし

て、増築で超えない場合はよろしいという形で文章をつくっております

が、今後、条例化していく中で形を工夫しながら、一緒に協議をしなが

ら文言の表現等もやっていきたいと思います。 

会長  この表現は、少なくとも基準法の似たような表現とバランスがとれて

いないから、「しかるべきときに直す」ということで考えていいと思いま

す。条例化するときにうまく吸収できればいいけれども、ここに書いて

あることと違うことを書くわけにはいかないので、そこは検討してくだ

さい。 

  これについてはたくさんのご指摘がありましたが、今後の課題という
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か、次の段階で受けとめられるべき課題がかなりありましたので、そう

いうふうな対応をお願いして、きょうの議案については、基本的に修正

する必要はないということで確認をさせていただければと思います。そ

の前提で議第１号は県に対する意見があるかないかということですので、

これは「意見がない」ということで、原案のとおり承認とし、議第２号

から４号は市の決定ですので、こういう内容で可決ということでご異議

ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

  ご異議ありませんので、議第１号から第４号は可決いたします。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

会長  次に、議第５号 藤沢都市計画生産緑地地区の変更（藤沢市決定）の

説明をお願いします。 

事務局  それでは、議第５号「藤沢都市計画生産緑地地区の変更」(藤沢市決定)

につきまして、ご説明いたします。（議案書参照） 

生産緑地地区制度については、市街化区域内において、緑地機能及び

多目的機能を有するすぐれた農地を計画的に保全し、良好な市街地形成

に資することを目的に指定しているもので、生産緑地地区に指定される

と行為の制限がかけられ、農地以外の用途への転用は認められず、一定

期間、農地として利用することが必要となります。詳細につきましては、

前回ご報告した際にご説明をしていることから、今回は割愛させていた

だきます。 

   本市における現在の生産緑地地区の指定状況でございますが、現在面積

約 102.1 ヘクタール、箇所数 550 箇所となっております。本日、お諮り

する内容でございますが、昨年７月から本年７月までの約１年間に買取

り申出がなされたもので、「廃止」又は「縮小」による都市計画の変更を

行うものが 10 箇所、公共施設等の用に供したことに伴う「縮小」による

都市計画の変更を行うものが１箇所でございます。また、追加指定申出

に伴う「追加」による都市計画の変更を行うものが２箇所でございます。

生産緑地地区の都市計画変更につきましては、固定資産税等の賦課期日

の関係から毎年この時期に、ご審議をお願いしているものでございます。 

    それでは、スクリーン又はお手元の議案書 27 ページをご参照願いま

す。藤沢都市計画生産緑地地区の変更の計画書でございます。変更後の

面積が約 101.3 ヘクタール、既決定面積が約 102.1 ヘクタール、変更に

より差し引き約 0.8 ヘクタール減少するものでございます。 

変更する内容といたしましては１３箇所でございまして、「廃止」、「縮

小」及び「追加」による都市計画の変更を行うものです。ご説明をする
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にあたり、「買取申出」にかかる箇所、公共施設等の用に供したことに伴

う箇所及び「追加指定」にかかる箇所に分けて説明させていただきます。

ここからは、スクリーンをご覧いただくか、お手元の議案書、図面集及

び資料集をご覧ください。図面集では 10 ページ、「買取申出」にかかる

もの 10 箇所でございます。はじめに、農業の主たる従事者が死亡し、営

農が困難となり、後継者が営農可能な部分を残して、買取り申出がなさ

れました生産緑地地区、２箇所についてご説明させていただきます。図

面集では 11 ページ、箇所番号 433 番、位置は辻堂元町３丁目地内で、変

更の内容は「縮小」でございます。理由につきましては、議案書 28 ペー

ジの６に記載のとおり、本生産緑地地区の一部について、農業の主たる

従事者が死亡し、営農が困難となったため、買取り申出がなされました

が、公共用地への転換も適わず、区域の縮小の都市計画変更を行うもの

です。 

図面集では 12 ページ、箇所番号 533 番、位置は立石１丁目地内で、

変更の内容は同じく「縮小」でございます。理由につきましては、議案

書 29 ページの８に記載のとおり、本生産緑地地区は、農業の主たる従事

者が死亡し、営農が困難となり、今後も後継者が営農可能な部分を残し

て買取り申出がなされましたが、公共用地への転換も適わず、区域の縮

小の都市計画変更を行うものです。 

次に、農業の主たる従事者が死亡し、営農が困難となり、買取り申出

がなされました生産緑地地区、８箇所についてご説明いたします。 

図面集では 13 ページ、箇所番号 236 番、位置は石川１丁目地内で、

変更の内容は「廃止」でございます。 

次に、図面集では 14 ページ、箇所番号 345 番、位置は西富字西原地

内で、変更の内容は同じく「廃止」でございます。 

次に、図面集では 16 ページ、箇所番号 372 番、位置は羽鳥３丁目地

内で、変更の内容は同じく「廃止」でございます。 

次に、図面集では同じく 16 ページ、箇所番号 613 番、位置は羽鳥４

丁目地内で、変更の内容は同じく「廃止」でございます。 

次に、図面集では 17 ページ、箇所番号 376 番、位置は羽鳥４丁目地

内で、変更の内容は同じく「廃止」でございます。 

次に、図面集では同じく 17 ページ、箇所番号 629 番、位置は羽鳥４

丁目地内で、変更の内容は同じく「廃止」でございます。 

理由につきましては、議案書 28 ページの１、２、４及び５、また、

29 ページの 10 及び 11 に記載のとおり、本生産緑地地区は、農業の主た

る従事者が死亡し、営農が困難となったため、買取り申出がなされまし
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たが、公共用地への転換も適わず、廃止の都市計画変更を行うものです。 

次に、図面集では 15 ページ、箇所番号 365 番、位置は城南５丁目地

内で、変更の内容は同じく「廃止」でございます。理由につきましては、

議案書 28 ページの３に記載のとおり、本生産緑地地区は、農業の主たる

従事者が死亡し、営農が困難となったため買取り申出がなされましたが、

公共用地への転換も適わず、また、行為制限解除に伴い本生産緑地地区

の面積が指定要件を満たさなくなることにより、区域の廃止の都市計画

変更を行うもの」です。 

次に、図面集では 18 ページ、箇所番号 561 番、位置は辻堂元町４丁

目地内で、変更の内容は同じく「廃止」でございます。理由につきまし

ては、議案書 29 ページの９に記載のとおり、本生産緑地地区は、農業の

主たる従事者が死亡し、営農が困難となったため、買取り申出がなされ

ましたが、当該生産緑地を堂面公園の用地として藤沢市土地開発公社が

買い取ることとしましたが、協議が不調に終わったことにより、公共用

地への転換も適わず、廃止の都市計画変更を行うものです。10 箇所とも

同じ手続を経ておりまして、主たる農業の従事者が死亡し、後継者から

法第 10 条の規定に基づく買取の申し出がなされました。その後、庁内の

生産緑地連絡会議を開催し、都市計画施設等との重複する用地につきま

しては、藤沢市土地開発公社が買い取ることとしましたが、その他の生

産緑地については、公共施設等の整備計画、財政状況等を勘案し、市と

しては買い取らないことと決定し、買い取らない旨を申出者に通知いた

しました。その後、藤沢市農業委員会へ、他の農業従事者への取得の斡

旋を依頼しましたが、買取申出から３ヵ月が経過しても取得希望がなか

ったことから、「行為の制限の解除」がなされました。 

第２に、図面集では 19 ページ、公共施設等の用に供したことに伴う

ものが１箇所ございます。生産緑地地区の一部について、都市計画道路

３・３・２横浜藤沢線の事業用地として、神奈川県が生産緑地の一部を

取得したことにより、区域及び面積の縮小を行う生産緑地地区の位置を

ご説明させていただきます。 

図面集では 20 ページ、箇所番号 484 番、位置は川名字仲丸地内で、

変更の内容は同じく「縮小」でございます。スクリーンで表示されてお

ります緑色で表示されておりますのが、生産緑地地区に囲まれるように

市の土地でございます。その土地を払い下げを行い、生産緑地地区とし

て指定するとともに、当該生産緑地の一部が都市計画道路３・３・２横

浜藤沢線の事業用地と重複しているため、神奈川県が買い取ることとし

たことから、「縮小」の都市計画変更を行う予定でございます。 
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黄色で表示されたものから赤色で表示されたものへ変更をするもので

ございます。理由につきましては、議案書 28 ページの７に記載のとおり、

本生産緑地地区は、土地所有者から隣接する農地についての生産緑地地

区の指定申出がなされ、当該農地が既決定の生産緑地地区と一体となる

ことにより、既決定の生産緑地地区の整形化が図られ良好な都市環境の

形成に資することから追加指定を行うとともに、当該生産緑地地区の一

部が都市計画道路３・３・２横浜藤沢線の事業用地として、神奈川県が

取得したことにより、区域の「縮小」の都市計画変更を行うものです。 

第３に、図面集では 21 ページ、「追加指定」にかかるもの２箇所でご

ざいます。はじめに、追加指定募集の経過でございますが、７月 1 日か

ら追加指定の申出を受けつけ、２箇所の申出があったもので、追加の指

定要件としては、「街区公園等に準じる緑地効果が期待できるものである

こと。」に該当するもので、２箇所ございます。 

図面集 22 ページ、箇所番号 635 番及び 636 番、位置は湘南台７丁目

地内でございます。理由につきましては、議案書 29 ページの 12 及び 13

に記載のとおり、「土地所有者から生産緑地地区の指定申出がなされ、そ

の立地や規模等から、街区公園に準じる緑地機能の補完及び良好な都市

環境の形成に資することにより、生産緑地地区として新たに追加するも

の」としております。「追加指定」にかかるものにつきましては、以上２

箇所でございます。なお、今回追加指定を希望する動機といたしまして

は、「後継者ができたこと」などが挙げられておりました。 

    議案書 30 ページは新旧対照表でございます。約 102.1 ヘクタール、

550 箇所から約 101.3 ヘクタール、544 箇所へ変更するため、約 0.8 ヘク

タール、６箇所の減少となるものでございます。 

議案書 31 ページ及び 32 ページは、藤沢市の生産緑地地区に関する都

市計画策定の経緯でございます。 

議案書 33 ページは、今回の変更による都市計画を定める土地の区域

でございます。 

議案書 34 ページから 40 ページは、本日、ご説明いたしました変更内

容をまとめた調書となっております。また、都市計画法に基づく案の縦

覧を、本年 10 月 17 日から 10 月 31 日までの２週間行いましたところ、

縦覧者及び意見書の提出はございませんでした。 以上で、議第５号「藤

沢都市計画生産緑地地区の変更」に関する説明を終わります。ご審議の

ほど、よろしくお願い申し上げます。 

会長  ただいまの説明に対してご意見・ご質問がありましたらお願いいたし

ます。 
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Ａ委員  個所番号 365 番について、今回、廃止になったのは 961 平米で、その

近隣に生産緑地があるが、これが面積的に 500 平米以下になってしまっ

たので、生産緑地の自動解除ということだが、最終的にどのくらいの面

積になったのか。 

事務局     500 平米を切っておりまして、200 平米程度です。 

Ａ委員  生産緑地法では 500 平米以下だと生産緑地にならないというけれども、

今回、２ヵ所があって継続しているということで、生産緑地を継続して

いたが、これから都市部ではこういうケースが多いと思う。片方を廃止

したら、残りが 300 とか 400 平米になってしまったとなると、どんどん

解除されていく。都市部の中で、生産緑地法があるから 500 平米は切れ

ないでしょうけれども、何とか生産緑地として残せるような方策も必要

ではないかと思うけれども、その辺はいかがですか。 

事務局   今、ご指摘のあったところは、残りが 500 平米を切ってしまうので、

面積規定が甘くなってしまうと、法律上 500 ㎡以上と書いているので、

どうにもできないというところがあるのですが、全体の生産緑地の話と

しては、今回も 0.8 ヘクタール減りまして、101.3 ヘクタールとなってお

りまして、次に 1.3 ヘクタール以上減ると 100 ヘクタールを切ってしま

うというように数字がだんだん下がってきているということで、以前は、

一定の期間を置いて毎年はやらないという形であったけれども、追加指

定に関しては随時受けつけていく。ただ、年に１回の都市計画審議会で

追加をしていくということですけれども、そういった中で、今回も追加

は若干出てきたけれども、後継者のいるところはいいけれども、後継者

がいないところについては、どうしても相続の発生イコールすぐに買取

り申出があって、当然のことながら、全部買えるわけでもありませんの

で、解除になってしまうという事例が非常に多くなってきていますが、

今後、そういった傾向が続くのかなと思っております。なかなかそれに

歯止めをかけるいい方法がなくて、こういう市街地の中にぽつんとある

生産緑地というものはいかんともしがたい部分があります。比較的まと

まった形で存在しているところは、斡旋とか隣を耕作している別の農業

者にやっていただくということもあるでしょうが、なかなか後継者がい

ない中では非常に難しい。なるべく都市計画施設にかぶっているところ

とか、何らかの空間地として必要なところについては、財政部署との相

談になるけれども、そういったものを都市計画上、違う意味での位置づ

けをしていく必要があるかと思っていますが、農地として残すという中

では、相続する方がいないとなかなか難しいということもありますし、

最近は農業も企業としてやるという部分もありますし、いろいろな貸し
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借りということも正規の形でやっていただければ可能ということで変わ

ってきているというのもありますので、農業サイドといろいろ連携を取

って、そういったことができるのかどうか、研究をしていきたいと思い

ますが、状況としてはかなり難しいところがところであります。 

Ａ委員  農業委員会としても農地法が改正されて、１ヵ月ぐらいかけて藤沢市

内の農地のパトロールを行ったのですが、その中で市街化区域内の生産

緑地も廻りましたけれども、藤沢市でも避難農地としてかなり指定され

ている生産緑地があります。先ほど面積要件に足りなくなったので、自

動的に生産緑地が解除されたと、例えば 500 平米が 490 平米とか 480 平

米とかと、微妙なところでも解除されてしまうというので、辻堂とか鵠

沼周辺の中にぽつん、ぽつんとある農地を何とか残していきたいと思っ

ているけれども、相続が始まると、みんな解除されてしまう。また、後

継者がいないと､どうしても解除されてしまうのが現状です。かつて藤沢

市は農地に関しては新しい条例をつくって、農地を残そうと一生懸命や

ってきたが、生産緑地法という法律ですから、変えられることはできな

いけれども、条例等で何か残していくような方策をつくっていただけれ

ばと思う。 

  もう１つは、生産緑地が解除されるときには行政が必要だったら買う

というけれども、今回、幾つか公園の隣地あるいは土地開発公社が買取

り申出を行ったけれども、不調に終わってしまったというということは、

金額的なものがあろうかと思うけれども、その辺の説明をお願いします。 

事務局   今のお話は、資料集の 10 ページ、堂面公園と大きく書いているとこ

ろに替わるものとして 561 番の生産緑地を、土地開発公社が買いに入っ

たところです。藤沢厚木線という都市計画道路に若干かかっているとい

うこともあるのですが、この厚木線の道路に関しては、いますぐ事業化

される見込みがないので、なかなか難しい部分があったのですが、堂面

公園というのは、現在、都市計画決定されていて、緑の枠で囲われてい

るところで、その下にグレーで現況の地形が見えると思いますが、住宅

が建ち並んでおりまして、この公園については昭和 32 年に都市計画決定

されておりまして、まだ、手つかずで計画だけになっているというとこ

ろです。このすぐ近くにある生産緑地の買取り申出が出てまいりました

ので、現在、計画決定されている堂面公園の区域も生産緑地の方に都市

計画変更をしていくということを前提に、地主さんに譲っていただけな

いかということを市として相談させていただいて、売っていただけるな

らば､そこの計画変更を前提に生産緑地を買い取っていきたいという動

きをしたけれども、結果的には金額的な折り合いがつかなかったという
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ことで不調に終わってしまい、最終的には解除になってしまうという経

過です。 

Ａ委員  残りの部分が 500 平米以下だと自動的に生産緑地解除だという部分

はどうするんですか。 

事務局  生産緑地制度としてはどうにもできないことですけれども、その部

分は都市計画の中で 500 平米以下となると、公園として位置づけるの

もある意味小さすぎるし、税制の話になると、逆に税逃れという見方

もされてしまう部分もあって、生産緑地制度が生まれたという背景が

あるのですが、面積が 500 平米を下回っていた。例えばその隣に農地

が連担しているのであれば、ぜひ隣の方と一緒に耕作していただくと

か、いろいろな方策はあると思うけれども、周りが完全に住宅になっ

ている中での 500 平米となると、農地としてもできるのかという部分

もありますし、ちょっと難しい問題なので、今、即答はできないけれ

ども、いずれにしても生産緑地制度の中で、例えば違う方が 500 平米

だけれども、一生懸命やっている農地というのも当然ある中で、他人

の方が相続で解除になってしまって、自分も連鎖反応的に解除されて

しまうという気の毒なことが制度的になってしまうので、そういった

ことは農業サイドと相談して、どういったことができるのか、都市計

画としては非常に難しいけれども、研究していきたいと思います。 

会長  生産緑地は平成４年に営農継続 30 年という現体制がスタートして

20 年がたちましたので、あと 10 年ですが、当初、入った土地はみん

な期限切れになってしまう。そのときどうするかは大問題で、法律も

再検討があるのではないかと思うのですが、そういうときに藤沢市と

してどういう法改正の姿が望ましいかをきちんと言えるために、今の

ようなご指摘も含めて少し蓄積しておく必要があると思う。東京の３

多摩のところはたくさん生産緑地があって、この問題については神経

質になっているので、ああいうところとも意見交換しながら､藤沢とし

てどうかということを､ちょっと時間があるから、考えておく必要があ

ると思います。 

Ｃ委員  「縮小」ということは、この所有者がここを廃止して、ここは残し

たいという申出があって、その申出のように縮小になっているのか。

あるいは良好な都市環境の形成という意味で、市の方で縮小であれば、

この辺のところは残していただきたいというようなことも言っている

のか、その辺お聞きしたい。 

事務局  縮小に至る場合の解釈として二通りあるかと思うんです。まず生産

緑地の個所番号何番とついているけれども、それが１人の農家の方だ
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けでなく、例えば 100 番という生産緑地がありますと、その中に３人

の農家の方がいて、それが連担して 100 番という生産緑地になってい

るという場合があります。それが３人の中の１人が 500 平米未満しか

ないけれども、他の方と一緒になって生産緑地になっているという場

合があるわけです。複数いる中のどなたかに相続が発生して、その方

も完全にやめられてしまったという場合に、100 番という生産緑地の

中が、これまで３人だったのが２人になって全体として縮小になりま

したというパターンが１つあります。 

  それから 100 番という生産緑地を１人の方が全部やっていたけれど

も、主たる従事者が亡くなって、お父さん、お母さんと息子さんの３

人で生産緑地で農業をされていたというような場合、その中の主たる

従事者であれば、買取り申出ができるけれども、基本的に農業を継続

していけるけれども、３人になった、あるいは１人になったというよ

うな場合にすべてをやっていくのは無理だということがございます。

その中で半分だけ買取り申出をすると、残りは頑張ってやっていくと

いうようなこともございます。それが３分の１なのか、４分の１なの

か、２分の１なのかというのは難しいけれども､そこはこうでなければ

いけないという規定はございません。主たる従事者が亡くなったとい

うことであれば、全部買取り申出をすることも可能です。ただ、当然、

後継者がいてやっていく場合は、税金が払われるので、生産緑地を残

して部分的にできる範囲でやるというようなこともございますし、一

部分を売らないと相続税が払えないというような実態もあるといった

中で、どれだけを買取り申出にするかというところが決まってくると

いうことで、市の方としては後継者がいらっしゃるので、そのまま広

く続けていただければというお話はするけれども、なかなかそこまで

は立ち入ってお話ができない部分もありますので、そこについては買

取り申出をされたとおりに出していただく、ご希望どおりというのが

実態です。 

Ｃ委員  今のは面積というか、規模のお話だと思うのですが、どこを買取り

申出をして、どこを残してほしいということなのかということです。

多分農業がやりやすい場所があると思いますが、どんどん縮小されて

いくと、今まで連担していたものが歯抜けになってしまうという可能

性があると思うから、できれば、周辺とあわせて連続するような形で、

ここはぜひ残してほしいということを言っているのかどうかというこ

とです。 

事務局  たくさん生産緑地を所有している方の場合は、そういったことをお
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願いしている実態もあります。それは必ずそのとおりになるわけでは

ないけれども、市としては、こちらについては農地がつぶれているの

で、ここを不動産屋が買ってしまうと、周りの営農環境にも問題が出

てくるということもございますし、たくさんある中でここを廃止する

と、隣は 500 平米ないので、その方も引きづられてしまうという場合

は、できれば他のところで何とかなりませんかというような話をさせ

ていただく形にはなります。いずれにしても、これもお願いなってし

まうので、あくまでもそういった中で希望し、できれば藤沢市の考え

方で調整をしていくということでございます。 

Ｃ委員  できれば、まとまった形で農地があった方が営農環境としてもいい

のではないかと思うので、何かそういうことができるようになること

を希望します。 

Ｄ委員       生産緑地、市街化区域の中に防災の機能もあって、土木事務所とし

ては大変ありがたいわけですが、他市も生産緑地はどんどん減る傾向

にあると思うんですが、今回も減少なんですが、１ページの下に指定

状況、面積等の変遷があるのですが、他市と比べて藤沢は人口も増え

ている中で、個所数は上がったり、下がったりで、面積も 20 年間、ほ

ぼ変わっていないのは、よその市とちょっと状況が違うように思うの

ですが、どういうことで変わっていないのか、教えていただきたい。 

事務局  徐々に個所数が上がっているのは、急な法改正があった中で、最初

のときに決めかねていた農家の方は、今回限りというような話だった

のですが、そういうことではなくて、当面は受けつけますということ

で、申出をされて指定をしたことで徐々に上昇カーブを描いておりま

す。その後、だんだん減ってきているのは、相続が発生して少しずつ

減ってきたということです。若干上がっているところは追加指定をし

ております。しばらく追加指定はできないというような感じになって

いたけれども、あそこで追加指定をしまして、できるようになったら、

もう少し増やしたいといったことで増えてきております。その後は、

追加指定も少しあり、買取り申出で廃止もありということで、増えた

り、減ったりということで来ているけれども、ここへ来て、かなり減

ってきて、100 ヘクタールを切ってしまう雰囲気にきていますので、

藤沢市は 100 ヘクタールは切らないで何とか、必ずしも生産緑地がと

いうことではないけれども、今おっしゃった防災的な観点とか、いろ

いろな意味で都市の中に空間地、農地というような形で残していくこ

とは意味があると考えておりますので、何か考えていかなければいけ

ない時期かなと思っております。 
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会長  他に発言はありませんか。 

  なければ、これについては原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

それでは、原案のとおり可決いたしました。 

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

会長  次に、議第６号 景観重要公共施設の指定に伴う藤沢市景観計画の

変更について、説明をお願いします。 

事務局      それでは、議第６号 景観重要公共施設の指定に伴う藤沢市景観計画

の変更についてご説明いたします。資料集では資料３をご参照ください。 

このことについては、平成 22 年に神奈川県が策定した「なぎさ軸広域

景観構想」を受け、湘南海岸周辺の良好な景観の維持形成に向けて、景

観法に基づく景観重要公共施設の指定に向けた取組みを進めてまいりま

した。今回、対象となる公共施設管理者、隣接市、占用関係者等との協

議を経て、藤沢市景観計画の変更案を取りまとめましたので、景観法に

基づき本審議会へ諮問するものでございます。 

藤沢市都市計画審議会への意見聴取の根拠といたしまして、景観法第

９条第１項第２項に規定されており、「景観行政団体は、景観計画を定め

ようとするときは、都市計画区域又は準都市計画区域に係る部分につい

て、あらかじめ、都道府県都市計画審議会（市町村である景観行政団体

に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審

議会）の意見を聴かなければならない。」となっております。 

諮問機関への意見聴取といたしましては、藤沢市都市景観条例に基づ

き、都市景観審議会の意見も聞くこととなっているため、合わせてご説

明いたします。 

本計画につきましては、本年、７月 19 日に都市景観審議会に、また、

８月 31 日に本審議会へご報告し、先月 23 日には都市景観審議会へ諮問

し、本件についてご了承をいただいております。なお、その際に意見を

２点いただきました。１点目「江の島については、特別景観形成地区に

指定されている旨を表記してはどうか。」とのご意見につきましては、江

の島の指定理由部分の表記を訂正いたしました。 

２点目「協議対象が分かりやすくなるよう工夫してはどうか」とのご

意見につきましては、景観計画の目次構成を再整理し、現在の計画部分

と、今回追加する部分を明確に分けました。以上２点を修正いたしまし

て、本日、景観法第９条にもとづき、本審議会へご意見を伺うものです。 

本日の説明の流れでございますけれども、前回審議会で「説明が各論
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に入りすぎている」とのご意見をいただきましたので、今回は、前半の

取り組みの経過で「なぜ指定するのか、指定したらどうなるのか」とい

ったところをご説明し、後半の景観計画の変更案の部分では、前回から

の変更点についてご説明いたします。 

本市は、平成 18 年に景観法に基づく景観行政団体となり、平成 19 年

4 月より、藤沢市景観計画の運用を開始しております。現在の景観計画の

構成は、ご覧の全６章となっております。昨年度にご意見を伺った２箇

所の景観形成地区指定は、第３章「地区別景観計画」に地区を追加した

ものです。 

今回の景観重要公共施設につきましては、第５章の部分となっており、

現在は基本的な考え方のみを記載しておりますが、今回、具体の公共施

設の基準を追加するものでございます。景観重要公共施設とは、景観行

政団体は、公共施設のうち良好な景観の形成に重要な役割を果たすもの

を「景観重要公共施設」として位置づけることができます。景観重要公

共施設に指定し、「整備に関する事項」を定めると、公共施設の整備は、

景観計画に即して行われます。また、「占用許可等に関する基準」を定め

ると、公共施設内に設置される占用物件に関する占用許可基準に、景観

計画の基準が付加されます。 

景観重要公共施設の対象は、国道 134 号、湘南海岸公園、藤沢海岸、

片瀬漁港、及び江の島島内の湘南港、臨港道路、県道 305 号江の島、市

道片瀬 334 号線、358 号線となります。なお、江の島大橋は臨港道路、

江の島弁天橋は県道 305 号に含まれます。 

基準の作成に向けた基本的考え方といたしましては、現在、良好な景

観が形成されており、それらを維持していきたいものについては、引き

続き将来にわたって保全していく。現在、周辺環境と調和しておらず、

改善が必要なものについては、改修時に望ましい方向へ誘導するものと

しております。こちらが現在の対象施設の写真となります。各施設とも

高水準の整備がされ、おおむね良好な景観が形成されております。こち

らは、改善したい景観の一例です。このように鮮やかな色、デザインが

周囲から突出しているものなどを、改修時に改善するように誘導してい

きたいと考えております。 

次に、対象地の既存計画についてご説明いたします。現在の湘南海岸周

辺の公共施設は、平成３年に、神奈川県が「相模湾沿岸の公共施設の良

好な景観づくり」を目的に作成した「湘南なぎさデザインガイドライン」

に基づいて、これまで高水準の施設整備がされております。また、平成

22 年に、神奈川県及び沿岸市町が協力してとりまとめた「なぎさ軸広域
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景観構想」により、相模湾沿岸の市町が相互に連携し、良好な景観形成

に向けた取組みを進めるという方向が示されております。本市では、平

成 19 年に策定した藤沢市景観計画において、骨格的景観の特徴を形づく

る要素や景観のまとまりを景観構造として位置づけており、対象地は「湘

南海岸・なぎさベルト」と「シンボルとしての江の島ゾーン」として、

重点的な景観形成を進めることとしています。 

これらのことから、現在、高水準の整備がされ、良好な景観が形成さ

れている湘南海岸周辺の景観を近隣市町と連携しながら、将来にわたっ

て維持していくため、「景観重要公共施設」に指定し、必要な基準を定め

るものでございます。 

対象施設の管理者は表のとおり、神奈川県及び藤沢市となっておりま

す。指定にあたっては、当該公共施設の管理者と協議を行い、同意を得

ることが必要となります。このため、昨年８月より、各施設管理者との

協議を、現地確認を行うとともに、隣接市や占用関係者への聞き取りを

踏まえ、本案をまとめたものでございます。 

以降は、議案書も合わせてご参照ください。議案書は 50 ページからと

なります。このページ以降が新たに景観計画に追加される部分となりま

す。議案書では前回の審議会からの変更事項を赤字で記載しております。

位置図については先ほどご説明したとおりです。50 ページ下段には、遵

守するものとして国や県が既に示しているガイドラインを記載しており

ます。なお、今回の基準で設定しているオフホワイト、グレーベージュ、

ダークブラウン等の色彩は、原則として、上から２つ目、国土交通省に

よる「景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン」に基づいており、現

況を踏まえ、特に必要な場合のみ、独自の色彩を設定しております。 

続いて 51 ページ、占用許可手続きに関しては、隣接市と同様に、本市

景観担当課へ事前確認を行った上で、各施設管理者への占用許可手続き

を行っていただくことを想定しております。適用除外については、前回

から一点修正をしております。丸の上から３つ目、「景観計画の施行時点

で現に存するもの」につきましては、従前は、「公共施設管理者が自ら設

置・築造したもの」のみ適用除外としておりましたが、占用許可手続き

の継続許可にあたり、現に存するものについては、公共、民間にかかわ

らず遡及適用しないこととしております。 

続きまして、52 ページ、「３．景観重要公共施設別の整備及び許可に

関する事項」についてご説明いたします。なぎさベルトの指定区域、基

本的考え方は、実質的な変更はございませんが、管理者からのご意見に

より２点修正しております。１点目は、国道 134 号の基本的考え方の後
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段「高質感を損なうことのない整備」の部分を「景観整備」に修正して

おります。 

２点目は、藤沢海岸の区域について、港湾管理者が管理する海岸が江

の島まで及んでいたことから、当該部分を除くよう修正を行っておりま

す。 

続いて、54 ページ、国道 134 号の整備に関する事項につきましては、

下から５つ目、「電線類地中化の維持・保全に努める。」について、「保全」

を加筆しております。なお、隣接市と同じ表現とするよう意見があった

ため、このように、修正しております。 

続いて、55 ページ、湘南海岸公園の整備に関する事項については、上

から４つ目、「その他の工作物の色彩の適用除外について」、従前の案で

すと、前半の「カッコ内の除外規定」を、後段の「但し書き」で打ち消

してしまうと解されるおそれがあることから、修正案では、「但し書き」

の中へ全ての除外項目を盛り込んでおります。ただし書き以下の赤字の

ところが該当個所です。 

湘南海岸公園の占用許可基準については、一番下、公共サインの色彩

基準を追加しております。これは施設管理者以外でも公共サインを設置

する場合があるため、管理者が整備する場合と合わせております。56 ペ

ージ、57 ページでは同様の修正を藤沢海岸、片瀬漁港でもしております。 

続きまして、江の島です。58 ページになります。ここでは、都市景観

審議会での意見を踏まえ、江の島が特別景観形成地区に指定され、建築

物等が景観に配慮されてきていることがわかるよう、赤字部分を追記し

ております。 

続いて、指定区域と考え方では、湘南港及び臨港道路の区域の一部を

修正しております。具体的には、こちらの２箇所の赤丸です。なぎさパ

ーク駐車場部分は、港湾法が適用されない区域であるため、湘南港区域

から除外しております。もう一点は、臨港地区の港湾施設に、中央緑地

（聖天島公園）と緑地横の道路も含まれるため、湘南港及び臨港道路の

区域へ追加しております。 

続いて、60 ページ、湘南港の占用許可基準については、一番下、湘南

海岸公園と同様に、公共サインの色彩基準を追加しております。 

次に、61 ページ、臨港道路の整備に関する事項については、国道 134

号と同様に、「電線類地中化の維持・保全に努める。」について、修正し

ております。 

62 ページ、県道 305 号江の島の整備に関する事項についても同様とし

ております。なお、63 ページの屋根と外壁の色彩は変更ございません。 
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最後に、今後の予定についてご説明いたします。本日、景観法に基づ

く都市計画審議会へ意見聴取を行った後、12 月頃に施設管理者との同意

手続き、来年 4 月からの施行を予定しております。以上で、議第６号、

景観重要公共施設の指定に伴う藤沢市景観計画の変更について、説明を

終わります。よろしくお願いいたします。 

会長  ただいまの説明に対してご意見・ご質問がありましたらお願いいたし

ます。 

Ｄ委員   資料集９ページの「基準の作成に向けた基本的考え方」で「維持した

い景観」、「改善したい景観」とあるが、「維持したい景観」では道路照明

灯が例として出ている。最近は、このイメージのものが多いのですが、

なぜこれなのだろうかと。照明灯も日々変わっていて、農地に影響しな

いように後ろをカットしたり、曲線の照明灯が直行のものになったり、

鎌倉ですと、景観に配慮して色を変えたりといろいろな照明灯があるけ

れども、何でこれなのか。それから「改善したい景観」の例として車止

めが出ているが、夜でも目立つように心がけている中で、これは余り目

立たない。これを選んだ理由は何ですか。 

事務局  事例に車止めを用いた理由は、特に理由はございません。国道 134 号

線や今回、指定するところは、比較的高質感のあるもので整備されてい

るので、補修のときにもできるだけ継続していきたいと考えております。

改善したい部分については、案内板が１ヵ所だけ色が違うものがあった

り、景観に配慮されている公共施設の中にある自動販売機が設置されて

いて、周囲と調和していない事例があり、代表としてピックアップして

きた経過があります。 

Ｄ委員      先ほど、適用除外のところで、「公共施設管理者が自ら設置・築造した

もの」を外したけれども、施行時点で現実にあるものの維持管理には適

用しないという項目があるけれども、これを見ると職員は変えないと思

う。車止めが改善したい景観のナンバーワンで、これだけは絶対だめと

いう例として上げられたと思うが、11 ページを見ると、維持・管理、修

繕等小規模補修を含んで現に存するものは適用除外となっている。これ

は代表のものが適用除外みたいに読めるので、何かいいものがないのか

なという気がします。 

事務局  おっしゃるとおり、そのように読まれるおそれがあると思いますので、

修繕であっても、一旦協議をしていくということで、調整をさせていた

だきたいと思います。修繕であっても、景観担当課と修繕する時点で協

議をしていただくということでいかがでしょうか。 

Ｄ委員  修繕するのはうちが修繕するわけではなく、壊した人が修繕するわけ



 31 

で､保険屋さんが金を払う。壊した人が保険で払うということなので、こ

の辺は話が難しくなってしまう。 

事務局      保険会社の対応の場合は、同じものという考えに基づいて取り替える

ため、そのものの金額でしか払わないので、上の水準のものをつけるこ

とは難しい。そのようなときには 1 回 1 回、協議をしたほうがよろしい

かと思います。 

会長  修繕のときもということで、初めてそういうことになったのだと思い

ますが、もともとはそういうルールにはなっていないですか。 

事務局  もともと、維持・管理・修繕というところではあったのですが、その

修繕する規模によって、例えば車止めが２本並んでいて１本壊れたとい

うときに、その１本をいいものに変えるとアンバランスになるというこ

とで、そういうところは古いのでもいいかと思っているのですが、何本

も並んでいる道路で、巻き込み部分の２本がたまたま壊れたというとき

に、古いもので取り替えると、いつまでも変わらないので、そういう修

繕の場合は２本とも替えていただくという考えもある。これについては、

もともと、修繕は入っていたのですが、場合によっては変えていただく

ことも考えられる。そういうこともあるので、協議をしながら進めてい

きたいと考えております。 

会長  協議するというルールは決まっているんですか。 

事務局  協議するというところの表現が足りないところがあるので、「別途協議

するもの」に「修繕」という項目を追加させていただきたいと思います。 

Ｄ委員  適用除外の部分とバッテングして、担当の人や保険屋さんは大騒ぎに

なってしまうので、協議すると言うのと、言わないというのが混在する

のはよくないと思う。 

事務局  修繕には、保険会社の場合もありますし、土木事務所や市の道路担当

の場合もありますので、議案書の 51 ページ（６）適用除外の３つ目の「景

観計画の施行時点で現に存するもの（維持・管理・修繕等小規模補修を

含む）」の括弧書き以降を削って、「別途協議するもの」に景観計画の施

行時点で現に存するものの維持・管理、修繕等、小規模補修という欄を

一つ追加させていただいて、今後、修繕する方とその都度、協議をして

すすめていきたいと思います。 

会長  そこは責任を持って変更していただくとして、他にご発言のある方。 

Ｂ委員  保全したいとか、改善したいと言っているところはどこですか。 

事務局  基本的には景観を担っている藤沢市の方で、気づいたところをピック

アップしているところです。 

Ｂ委員  藤沢市といった行政がやる看板とか車止めはいいけれども、鮮やかな
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自動販売機などは民間が置くと思うので、それに対して赤は置いてはい

けないとか、もうちょっと赤を落とせというのは行政指導ですか。 

事務局  赤がだめというわけではなくて､彩度、明度を調整しつつ対応していく。 

Ｂ委員  置くメーカーは数限りなくあるが、そういう人たちに書類で明度や彩

度を幾つでやってくれと言うのですか。置かれてから言うのですか。 

事務局  自動販売機を設置する場合は、各法にもとづく占用許可が必要である

ため、そこで、基準を周知できます。 

Ｂ委員  ここに置かれている自動販売機などは、事前に行政に自動販売機をこ

こに置くからという許可制になっているものだけですか。 

事務局  そうです。 

Ｂ委員  申請してきたときに、行政側の担当者が周辺の雰囲気とあわせて赤色

はだめだから黄色にしろというふうに指導するのですか。 

事務局      端的に言うと、そうなります。 

Ｂ委員      そうすると、指導をする人は何をもって、どういう指導をするのです

か。担当者はどんどん変わっていくわけですよね。この前も言ったので

すが、指導する人はそれなりに景観についての資格というか、勉強した

人がやるわけですか。要するに色を決めるのは、どこの部署でどういう

判断基準で決めるのですか。 

事務局  色彩を決めるのは景観担当課の職員になります。それから自動販売機

の景観配慮色というのは、既に自動販売機業界で決まっておりまして、

現在、江の島の色彩は自動販売機のベージュ色が標準となっており、自

動販売機業界で景観配慮色というとベージュ色の決まった色になります。

ただ、今回の、134 号線沿線は、場合によっては白でもよろしいかと思

いますので、その場所に応じて景観配慮色とするか、ホワイトにするか

を決めていきたいと考えております。 

Ｂ委員  要するに、景観なんかを行政側で決めちゃうところに、都市計画審議

会としてジャッジするのはできないのではないか。景観審議会あたりが

ジャッジすればいいのであって、よく赤ではいけないとか、黄色がいい

とか言うけれども、私は、赤は目立つからいいと思うが、そういう主観

的な問題を行政が決めてしまっていいのかという疑問は残るけれども、

別にそれでどういう問題が起きるかということではないから、それはそ

れで結構です。 

Ｃ委員  議案書 55 ページに、湘南海岸公園整備に関して「植栽は景観と眺望に

配慮する」とあるが、これは整備に関する事項なので、植栽をするとき

に景観と眺望に配慮するという基になるものがないと指導もできないと

思うが、樹種なのか､配植なのか、樹木の高さに関することなのか、眺望
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と言っているから、例えば、海が見えないといけないとか、富士山が見

えるようにするとか、具体的に何か言わないと何をしていいのかわから

ないから、それをどういうふうにやるのかというのが１点。 

  もう一点は、植栽は植えると当然伸びるので、伸びたときにどうする

のか、その方法を伺いたい。 

事務局  植栽に関しては管理担当者ともかなり話をしてきております。134 号

沿線では江の島とか相模湾の眺望を保全したいというのが第１の趣旨で

すので、ここで言う景観と眺望に配慮するというのは、高さについて考

えております。植栽については、管理を怠るとどんどん伸びてしまうの

で、ここは適切に管理するということを書こうかと担当者と話をしたと

ころ、それは当然のことなので、そこを違う表現で書けないかというご

意見をいただきましたので、このような表現に落ち着いたところです。 

Ｃ委員  それが直接伝わればいいけれども、なかなか難しいのではないか。 

会長  この点は先ほどのＢ委員のお話と同じで、少し抽象的に書いてあるも

のは、実際に計画する人、設計する人と行政側の担当者と議論をして、

この基準はこういう意味としてお互いに理解しましょうとしてから着手

させるのでしょう。 

事務局  この整備に関する事項は、行政対行政のことになりますので、市も年

に１～２回景観計画の調整会議をやって、どのような工事があって、ど

れが該当し、それをどのようにしていこうかと議論する場がありますの

で、この基準を基に議論をしていければと思っております。 

会長  一方的に押しつけるとなると、中身がわからないと具合が悪いという

ことだと思います。 

  他にありませんか。 

ないようですので、Ｄ委員の発言の 51 ページとそれに関連するところ

を修正することを前提に承認することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

  ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 

会長  次に、報告事項に入ります。 

  １．Fujisawa サステイナブル・スマートタウン地区地区計画の変更に

ついて、説明をお願いします。 

事務局   それでは、次回の本審議会に付議させていただく予定の「Fujisawa サ

ステイナブル・スマートタウン地区地区計画」の変更について、概略を

ご説明いたします。 

本計画の位置について、スクリーンをご覧ください。藤沢駅と辻堂駅

のほぼ中間に位置しております、赤色に示しております部分が、Fujisawa 
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サステイナブル・スマートタウン地区でございます。当該地区計画は、

まちづくり方針に基づき、段階的な土地利用転換を誘導し、それらを法

的に担保するため、第一段階目として、本年３月 21 日に「区域の整備、

開発及び保全の方針等」の都市計画決定・告示を行いました。内容につ

いては資料の４ページから５ページのとおりとなっております。 

資料の２ページのスケジュールをご覧下さい。今回は第二段階目とし

て、具体の土地利用計画が明らかになった区域について「地区整備計画」

を定める都市計画の変更を行うもので、本年９月 24 日にパナソニック株

式会社より、藤沢市地区計画等の案の作成手続きに関する条例第５条の

規定に基づき、地区計画に関する都市計画の変更及び地区計画の原案に

ついての申出がなされたものでございます。その申出を受け、同条例第

２条の規定に基づき、本市において地区計画の原案を作成し、現在、原

案の縦覧と原案に対する意見書の受付を行っております。縦覧しており

ます地区計画の計画書は、資料の３ページから９ページとなっており、

下線部分が変更事項となります。 

変更内容を簡単にご説明いたします。スクリーン又はお手元の資料 10

ページをご覧ください。まず、「地区整備計画」を定める区域についてで

すが、現在、「地区計画」の区域が、赤色で囲んだ部分となっております。

このたび、新たに緑色の濃淡で示した区域を「低層住宅地区 A 及び B」、

ピンク色で示した区域を「生活支援地区」として「地区整備計画」を定

めるものです。「地区整備計画」として定める事項について６ページから

９ページをご覧下さい。「低層住宅地区 A及び B」では、「周辺環境との調

和に配慮し、良好な居住環境の確保を図る」こと、「生活支援地区」では、

「居住者及び近隣居住者の生活サービスを提供する必要最小限の商業、

業務等の土地利用を誘導する」ことを目的とし、「建築物等に関する事項」

として、「建築物等の用途の制限」、「建築物の敷地面積の最低限度」、「壁

面の位置の制限」、「壁面後退区域における工作物の設置の制限」、「建築

物の高さの最高限度」及び「建築物の緑化率の最低限度」を定め、また

「土地の利用に関する事項」を定めることにより、周辺環境との調和に

配慮した土地利用を誘導し、住宅、中小規模商業施設等が展開可能とな

る土地利用を図っていくものです。なお、「低層住宅地区 B」につきまし

ては、まち開きにあわせまして、スマートタウンを発信する機能や交流

に資する機能を担う「拠点センター」を設置する構想を事業者において

進めておりますが、その後、地区における施設の役割を見据えながら、

将来的には低層住宅地区として土地利用を図っていくものです。 

２ページにお戻りください。今後のスケジュールですが、条例に基づ
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く原案の縦覧を 11月 13 日まで行い、11 月 20 日まで縦覧に対する意見の

受付を行います。その後、年明けの１月 11 日に説明会、同月 17 日から

31 日にかけて法定縦覧を行う予定です。その後、２月に開催が予定され

ております次回都市計画審議会の議を経た上で、今年度中に当該地区計

画についての都市計画の変更を行う予定です。なお、今回「地区整備計

画」を定める区域以外の区域については、今後、具体の土地利用計画が

明らかになった時点で、地区整備計画を定める予定となっております。

この案件につきましては、次回の都市計画審議会に付議させていただく

中で、あらためて詳細についてご説明いたしますので、よろしくお願い

いたします。 

最後に、参考資料としまして、パナソニック株式会社が作成した

「Fujisawa サステイナブル・スマートタウン」のパンフレットを添付し

ておりますので、別途ご参照ください。 

会長  ６～７ページの「地区計画」の内容の説明がなかったので、少し説明

してください。 

事務局   低層住宅地区Ａは、一種低層住宅を基本にしておりまして、記載のと

おり、「次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはいけない」の

ですが、ここに掲げるものはできる規定になっておりまして、戸建て住

宅、住宅で事務所、店舗、長屋、診療所あるいは９番目の自動車車庫は、

もう少し幅の広い用途地区の中高層並みの面積 300 平米以内のものとな

ります。 

  低層住宅地区Ｂについては、同じくできる規定でありまして、１から

６の集会所まではＡと同じですが、７の事務所又は店舗、飲食店ですが、

この場所はスマートタウンを発信する機能、交流に資する機能等拠点セ

ンター的なものをつくっていきたいという意向に沿うようにというもの

です。８はそれに附属するような動物病院等を入れていきたいというこ

とです。その辺がＡと違うところです。 

  生活支援地区については、逆にできない規定となっています。こちら

は商業施設等を考えているということです。 

会長  それでは、ご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

Ｅ委員  地区整備計画の前に、周辺の道路網について、フィル、ミスターマッ

クスの方を抜けていくようになっていたと思うけれども､これがどうな

っているのかというのが１つ。それから南側の橋のところは、藤沢の都

心部に入っていく道路だと思いますが、これとフィル、ミスターマック

スの方へ抜けていく、この辺の考え方を教えていただきたい。何を言い

たいかというと、この中を抜けてミスターマックス、フィルの方に交通
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を流すような計画が考えられると思うが、今の交通混雑は相当なものだ

から、せめて右折車線といったものはこの中で設けた方がいいだろうと

思う。多分、話は相当進んでいるような感じがするけれども、今のまま

では交通混雑がまた生じるのではないか。今でも辻堂駅のところは大分

混んで大変なことになっているので、この辺の配慮はどうしているのか、

お聞かせください。 

事務局  線路を横断するということが前提の道路ですが、こちらは（仮称）南

北線として現在、計画を進めております。これについては今の南側の県

道 30号戸塚茅ヶ崎への交差点を設定しておりまして、現在、このサステ

ィナブル・スマートタウンという大きな土地利用の改変に伴いまして、

ここに事業者と協議をして設定をしていくということで、この計画自体

も並行して進めさせていただいております。今現在、ご質問のあった県

道との交差点等の処理の部分ですけれども、実際に、将来の都市計画道

路網に組み込むという前提のもとに、交通上の解析等も行っておりまし

て、将来の交通量推計の中で、右折レーンないしは北側も含めて交差点

の改良を全体として行うということを前提として、この道路については

現在、計画を進めております。 

Ｅ委員      低層住宅地区Ａのところですが、住宅の配置はそれなりの考え方があ

るかもしれないが、少なくとも右折レーンは取れるようなことになるん

ですか。 

事務局  低層住宅地への外周道路についても、平面図でいきますと、例えば南

北線との交差点を結節する⑮とか、または県道の⑫については付加車線

の計画をあわせてしております。⑬については基本的には県道へのアク

セス、ここで１つのＴ字に近い形状になりますので、この⑬については

かなり配慮してというか、交通量の需要の推計上、最も長くなるという

ふうに考えております。右折レーンを設ける計画になっております。 

Ｅ委員  右折レーンを設けるとしたら、パナソニックの土地の中を使わせていただくよ

うな形になるが、それはどう考えているのか。 

事務局  実はこの⑬､⑭、⑮と連続する交差点形状ですけれども、この平面区分

については、全体として３車線分の幅員を取って計画しております。 

Ｆ委員  Ｃ－Ｘができて、テラスモールができて、浜見山交差点を越えて、西

友近くまで道路が混んでいる土・日が続いている現状の中で、辻堂西海

岸、東海岸に住む方々からは、スマートタウンができ上がったところで

の交通状態を懸念する声が聞かれる。その道路調査も含めて一定の開示

があって、この審議会でも審議されていくものなのか。大丈夫だという

話で終わればいいんですけれども、若干心配するような現状が続いてい
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るなという感じがしているので、わかりやすい対応をお願いできればと

思います。 

会長  ご質問の趣旨がわからないので、もう一度お願いします。 

Ｆ委員  要するに、道路計画の調査がどの程度のところででき上がっていくも

のなのか。既に辻堂から浜見山交差点までの混雑が続いている現状なの

で、そこの道路がオープンになったら、このタウンができても行き来は

大丈夫ですというような情報とか、細かいところの数字はどんな形で市

民は知ることができるのかという質問です。 

事務局  計画としては、サスティナブル・スマートタウンそのものだけで解析

しているわけではなく、20 年先の道路ネットワークを前提とした交通上

の解析をしたものです。つまり、この道路以外にもいろいろな道路が完

成するということを前提としながら、将来的な車の交通需要の伸びを含

めて解析をしたものです。その前提としては昨年度に行ったものですけ

れども、この辻堂地区については 14 ヵ所ほどの交通量、これは平日、休

日を取りながら周辺の現状を踏まえた上で計画をしているということで

す。ただ、都市計画道路網ということで網をつくっていくという事業で

ありまして、この南北線については広域的な道路になるというよりも、

地区間の連絡、補助幹線道路としての役割を担っていくということで、

この西側には広域的な幹線道路が未整備で残っているという問題もござ

いますので、この辺で藤沢市としても全体の道路網の整備を進めながら、

網の目で受け持っていかなければいけないということでは、この南北線

をつくればすべてが解決するという思いではございませんが､一つひと

つ土地利用が変わっていくという中で、こういった道路網の適正な配置

を考えていくということは重要なことと考えております。 

Ｆ委員  道路網は同時進行で進めていくということですね。 

会長  情報の開示については、今は十分な根拠を持って検討しているという

ことがどう市民にきちんと伝わるのかということだと思います。 

事務局  今の都市計画道路網全体としての解析については、例えば南北線につ

いては１日１万台程度の交通量になるということですけれども、全体と

しては都市計画道路網として開示をされていくと考えております。個別

には交通量調査等の結果も含めて公開の情報になっておりますが、今後、

都市計画道路としての手続きを南北線についても進めていくという段階

では、また都市計画審議会の場でご審議いただくという内容で、交通量

についてもすべて明らかにさせていきたいと考えております。 

Ｅ委員      ちょっと心配なのは、市民の皆さんはテラスモールの状況を見て、土

日のあの混雑ぶりは相当なものだと。前回の都市計画審議会でもテラス
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モールを検討するときには交通量は何とかなるのではなかろうかという

ふうな説明がされたわけです。今回、こういうようなものが出てきたと

きに同じような問題を生じさせてはまずかろうと思うので、念入りに検

討していただいた方がいい。南北線ができると交通の流れがよくなると

いう話があったけれども､どう考えてもここに交通が集中するようなこ

とが考えられて、かえって、この道路ができることによって交通混雑を

助長する可能性もあるように見えるので、慎重に検討していただきたい

と考える。交通量調査はある面、ネットワークで細かい方向への検討が

なかなか行き届かないものなので、そういうようなところは実際の流れ

がどうなるのかを細かく検討していただきたい。それから土・日と平日

の交通需要は全く違いますから、土・日の検討はきちんとされているの

かどうか。 

事務局  今、テラスモールに関連しての交通渋滞の話が出ましたので、まず、

そちらの方のお話をいたしますと、特に、辻堂地区や明治地区にお住ま

いの方々には昨年 11 月にオープンして以来、特に今年に入ってからです

けれども、オープン当初は相当混むだろうと想定していたけれども、そ

の後もかなり混んでいる状況で、ある意味、活性化という点では良かっ

た部分もあるのですが、かなり遠くの方々が自動車で来られている。千

葉、埼玉、静岡ナンバー等が来ているということで、ついでに観光もし

ているということもあるのでしょうが、かなりの渋滞が発生して、平日

とか土曜日は比較的そうでもないのですが、特に日曜日がひどくて、そ

こに雨が重なると、かなりひどい状態、麻痺状態になってしまうという

ことで、さらに地区の方々には家に帰れないということでご迷惑をかけ

ているところです。この問題については当初の想定が甘かったのではな

いかというご指摘もありましたけれども、確かに若干想定を超えてしま

った部分があるかもしれません。オープン当初は余り問題なくはけてい

たのですが、それは事業者側、店舗側挙げてガードマンを相当数配置す

るなり、臨時駐車場を設けるなり、いろいろな誘導を各所に配置して対

応していたのですが、その後の状況として比較的落ち着いたということ

で、そういったことをやめてしまった部分もありまして、今現在、その

件に関しては再度店舗側、事業者側に今までと同じような対応をとって

ほしいと、実際、バス会社等ともお話をしていく中で、街角に交通誘導

員が立ってくれるだけでかなり違うということも聞いておりますので、

今、そういったことからやっているところでございます。 どうしても

店舗の出店に伴っての当初の混雑あるいは雨の日のピーク時の問題につ

いて集中してしまうということで、すべて都市計画道路網で解決できる
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ということではないけれども、当然、そういったことは考えていかなけ

ればいけないと考えております。 

  それでは、この南北線の道路が抜ければ、テラスモールの渋滞が解消

するのかということですけれども、直接的にこれができたからといって、

渋滞がなくなるということは正直言ってありません。あの状態になって

しまうと、どこへ行っても動かなくなってしまうので、道路を何本引っ

張ってきても、逆に渋滞の列が新しい道路に流れていくだけという状態

になってしまいますので、この道路については、ＪＲによって南北に分

断されているこの地区の車の流れを少しでもスムーズに、地区間の流れ

をよくしていくということでは有効な道路だとは思っておりますので、

これは今後、都市計画に位置づけていきたいと考えております。ただ、

テラスモールの方とは切り離して、事業者側といろいろ協議をしていく

中で解決策をなるべく早い時期にとっていかなければと思っております。

新たな住宅開発については、テラスモールのような遠くから集客してく

るものとは違いますので、当然、これだけの人数の方々が住むわけです

ので、発生集中はあるわけですけれども、一時に出てくるようなもので

はありませんし、生活支援地区ですので、予定されている店舗について

も日常買い回り品というか、スーパーマーケット程度のものなので、そ

れほど車の一時的な集中というものはないと考えております。いずれに

しても調査というのは、今、ご指摘もありましたので、土・日、平日と

いうだけでなく、ピーク時を想定した中で、なるべく広い範囲でシミュ

レーションした中で検討していきたいと考えております。 

Ｂ委員  今、調査したり、いろいろなことをやっているけれども、普通、民間

が建築したり計画するときは、アセスメントには民間が費用を出して、

民間が責任を持って調査したものを行政に出して審査してもらうという

ことですけれども、南北線の道路とか計画的なことが多いが、この計画

にかかっている費用について、どこがどう負担するのか。藤沢市が 11 年

度、12年度、13 年度、14年度に、このサスティナブル・スマートタウン

に対する予算はどういうふうにしているのかを、今度、審議するときま

でにわかりやすく説明していただきたいと思います。 

会長  今の件は次回に出していただくとして、他にありませんか。なければ、

報告１については次回の審議にいうことにしたいと思います。 

  残り２つの報告事項は、きょう、やらなければいけないんですか。も

し情報提供ということであれば、既に審議時間が１時間以上オーバーし

ているので、打ち切りたいと思うのですが、事務局はどうですか。 

事務局  ２つの報告事項は、次の都市計画審議会において都市計画の手続を決
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定していきたいと考えておりますので、きょう、何もお話をしないと次

回にいきなりという形になってしまいますので、簡単にご説明させてい

ただいて、ご質問等がありましたら、メールなり電話でお願いできれば

と思います。 

×××××××××××××××××××××××××××××× 

  報告事項２．湘南台寒川線の計画概要をご説明いたします。湘南台寒

川線は都市計画道路として新しく決定していく道路で、藤沢市域と寒川

町にまたがって、現在、さがみ縦貫道路という道路が相模川沿いに新湘

南国道から北の方の中央道あるいは関越道に向かって整備が進められて

おります。その道路を寒川北インターチェンジに向かって新しく都市計

画道路として決定していくということです。藤沢市域の中としては慶應

大学の前を走っている４車線、25 メートルの道路は既にでき上がってお

りますけれども、あの道路は今、都市計画上の位置づけがされておりま

せん。慶應大学の前の交差点から現在､丸子中山茅ヶ崎線のところまで、

今は１車線ですが、今年度中に４車線で開通の予定になっております。

そこから先を含めて寒川北インターチェンジまで同じ４車線で計画決定

していきたいという路線です。こういう新たな広域幹線道路で寒川北イ

ンターチェンジにつながる道路、あるいはそのすぐ近くには今後予定さ

れております新幹線新駅、ツインシティの近くということもあって、藤

沢市の北部地域の重要な幹線道路になってくるということです。これに

ついて寒川町は寒川町で都市計画決定されていきますけれども、同時に、

今年度中に都市計画審議会にお願いして、来年度以降に事業化を図って

いきたいということで、さがみ縦貫道路が間もなく全線開通になってま

いりますので、それについては間に合わないのですが、なるべく早くそ

こへのアクセス道路を確保していきたいというものです。きょうのとこ

ろはこの程度にさせていただきたいと思います。 

×××××××××××××××××××××××××××××× 

続いて、宮ノ下公園の変更についてです。現在、柄沢特定土地区画整

理事業を行っておりまして、その事業も終わりに来ており、最後に３・３・

８号の宮ノ下公園の整備を行うというものです。この宮ノ下公園の整備を

進めるに当たって、柄沢土地区画整理事業区域内の雨水流出対策の調整池

として 3万 5,500 トンの貯留量を確保しなければいけないのですが、公園

と遊水地機能をセットで確保していく場合に、掘り割り構造で計画すると

いうのですが、この量をこの面積で確保すると、ものすごいかさになって

しまうわけです。都市計画公園でもあるのですが、最終的には都市公園法

で管理するので、都市公園の中に地下占用ができる下水道・水道施設は、
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その都市公園が２ヘクタール以上ないとできないという規定があって、こ

の宮ノ下公園は 1.5 ヘクタールですので、規定上、地下占用ができないの

ですが、都市の中で公園等を立体利用してはいけないという規定がある中

で、そういったことを認めていかないとできないという実態論の中で、法

改正が行われて、都市計画決定あるいは都市公園の区域を、本来であれば、

告示をして法が及んだ区域は上下ともに法律の制限が及ぶわけですが、立

体的に制限が及ぶ範囲を定めることができるということで、例えば都市公

園を平均地盤面から地下 10 メートルまでを都市公園とするというような

ことを定めまして、当然それは植物の生育とか、上の公園施設に支障がな

い範囲の深さを定める形になるとは思うけれども、その下に貯水槽を設け

ることができる。その下については都市公園法が及んでいませんので、立

体的な計画を決定することができるようになりました。この柄沢の宮ノ下

公園において良好な都市公園の実現と必要な貯水量の両方を確保するに

は、こういった整備を要するしかない。変な掘り割り構造の公園をつくっ

て水がたまったときには深い池になって怖いし、公園も遊びにくくてだめ

ということではどちらも機能しない。本来ならば、その貯水槽を他の場所

に設ければいいのでしょうが、それはそれでまたいろいろ資金がかかって

しまうということもありますので、こういったことで複合利用していこう

ということで、こういう立体都市計画は藤沢市では今回、初めてで、全国

的にもそれほど事例がないと思いますので、それについて私どももよく勉

強した上で実際にどういう形に適用されて、管理する上で何か問題がない

か等検証していきたいと思いますけれども、次回に、この宮ノ下公園を立

体都市計画制度というものを使った中で計画決定のご審議をいただきた

いという内容でございます。 

会長  この 2 つはかなり質問が出そうな話題ですが、きょうはこのような時

間になりましたので、これで打ち切らせていただきます。皆さん方には

お持ち帰りいただいて、個別に情報、意見等は事務局に出してください。

そういうものも踏まえながら、次回の議案の中で議論をしたいと思いま

す。以上で、本日の審議する案件は終わりました。 

  それでは、最後に、部長から閉会のあいさつをお願いします。 

計画建築部長    本日は長時間、まことにありがとうございました。 

  これを持ちまして、第 140 回都市計画審議会を終了いたします。 

午後５時 13 分 閉会 
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